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カ
ッ
ト

福
祉
保
健
課
お
知
ら
せ

　

４
月
１
日
付
で
総
務
大
臣
か

ら
委
嘱
さ
れ
、
再
任
さ
れ
ま
し

た
。

◎
行
政
相
談
委
員

　
原
島

　
金
廣

　
氏
（
日
原
）

　

国
の
仕
事
な
ど
に
つ
い
て

「
説
明
に
納
得
で
き
な
い
」「
処

理
が
間
違
っ
て
い
る
」
な
ど
の

苦
情
や
意
見
・
要
望
を
積
極
的

に
お
受
け
し
ま
す
。

　

民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
日

は
、昭
和
52
年
（
１
９
７
７
年
）

に
当
時
の
全
国
民
生
委
員
児
童

委
員
協
議
会
（
現
在
は
全
国
民

生
委
員
児
童
委
員
連
合
会
）
が

定
め
た
も
の
で
、
大
正
６
年

（
１
９
１
７
年
）
５
月
12
日
に

民
生
委
員
・
児
童
委
員
制
度
の

前
身
の
岡
山
県
済
世
顧
問
制
度

設
置
規
定
が
公
布
さ
れ
た
こ
と

に
由
来
す
る
も
の
で
す
。

　

民
生
委
員
は
、
民
生
委
員
法

に
よ
り
住
民
の
中
か
ら
選
ば

れ
、厚
生
労
働
大
臣
が
委
嘱（
民

生
委
員
と
し
て
活
動
す
る
こ
と

を
依
頼
）
し
ま
す
。

　

ま
た
、
児
童
委
員
は
、
児
童

福
祉
法
に
よ
っ
て
民
生
委
員
が

兼
ね
て
お
り
、
児
童
福
祉
問
題

を
専
門
に
担
当
す
る
主
任
児
童

委
員
も
い
ま
す
。

　

民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、

常
に
住
民
の
立
場
に
た
っ
て
、

安
心
で
暮
ら
し
や
す
い
地
域
社

会
を
つ
く
る
た
め
に
活
動
し
て

い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
民
生
委

　

人
権
擁
護
委
員
は
、
女
性
・

子
ど
も
・
高
齢
者
な
ど
を
め
ぐ

る
人
権
の
問
題
や
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
上
の
人
権
侵
害
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関

連
し
た
差
別
な
ど
で
困
っ
て
い

る
こ
と
の
相
談
に
応
じ
て
い
ま

す
。

　

相
談
は
無
料
で
、
難
し
い
手

続
き
は
あ
り
ま
せ
ん
。
相
談
内

容
に
つ
い
て
の
秘
密
は
守
ら
れ

　

相
談
は
無
料
で
秘
密
は
守
ら

れ
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

〔
定
例
相
談
日
〕

　

毎
月
第
２
木
曜
日

　
　

午
後
１
時
～
４
時

〔
会
場
〕

　

福
祉
会
館
２
階
会
議
室

※
問
い
合
わ
せ
は
、
福
祉
保
健

課　
　
　
　

☎
83
‐
２
７
７
７

ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

　

定
例
相
談
日
は
、
毎
月
第
２

木
曜
日
午
後
１
時
か
ら
４
時
、

会
場
は
福
祉
会
館
２
階
会
議
室

で
す
。

◎
町
の
人
権
擁
護
委
員

　
　
原
島
　
貞
夫
　（
丹
三
郎
）

　
　
師
岡
さ
と
子
　（
小
丹
波
）

※
問
い
合
わ
せ
は
、
福
祉
保
健

課　
　
　
　

☎
83
‐
２
７
７
７

員
・
児
童
委
員
が
担
当
す
る
地

域
の
な
か
で
、
生
活
上
の
心
配

ご
と
の
相
談
や
、
福
祉
サ
ー
ビ

ス
を
利
用
す
る
た
め
の
お
手
伝

い
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
に

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
近
年
で

は
、
児
童
虐
待
の
防
止
や
不
登

校
・
ひ
き
こ
も
り
と
い
っ
た
課

題
に
も
積
極
的
に
対
応
し
て
い

ま
す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
福
祉
保
健

課　
　
　
　

☎
83
‐
２
７
７
７

行
政
相
談
委
員 

原
島 

金
廣 

氏 

再
任

６
月
１
日
は
「
人
権
擁
護
委
員
」
の
日

民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
み
な
さ
ん
の
相
談
役

 
５
月
12
日
は
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
日

　

受
給
資
格
は
あ
っ
て
も
所
得

制
限
を
超
え
て
い
た
た
め
手
当

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
方
で
、所
得
状
況
の
変
化
や
、

新
た
に
受
給
資
格
に
該
当
さ
れ

る
と
思
わ
れ
る
方
は
、
５
月
中

に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

申
請
が
遅
れ
た
場
合
、
認
定

さ
れ
て
も
申
請
さ
れ
た
翌
月
分

か
ら
の
支
給
と
な
り
、
遅
れ
た

月
分
の
手
当
は
受
け
ら
れ
ま
せ

ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

申
請
に
必
要
な
要
件
、
提
出

書
類
な
ど
、
詳
し
く
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
現
在
受
給
さ
れ
て
い

る
方
に
は
、６
月
に
「
現
況
届
」

を
お
送
り
し
ま
す
の
で
ご
提
出

く
だ
さ
い
。

○
児
童
育
成
手
当
対
象
者

　

支
給
額
・
該
当
児
童
１
人
に

つ
き
月
額
１
万
３
５
０
０
円

○
児
童
育
成
（
障
害
）
手
当
対

象
者　

　

支
給
額
・
該
当
児
童
１
人
に

つ
き
月
額
１
万
５
０
０
０
円

※
申
し
込
み
、問
い
合
わ
せ
は
、

子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー　

　
　
　
　
　

☎
83
‐
２
６
１
１

児
童
育
成
手
当
（
障
害
手
当
）
の
申
請

＜予防接種のお知らせ＞

　予診票をお持ちでない方は、実

費が発生する場合があります。

　紛失された方は、保健福祉セン

ターまでご連絡ください。

※問い合わせは、福祉保健課

　　　　　　　☎８３－２７７７


